




 
第６ 貸付実行 
１ 第５の１（４）及び第５の２（４）の利子補給承認通知書を受理した金融機関は、貸付実行を

したときは貸付実行報告書（農・漁業近代化資金用、様式第８号）を作成し、貸付実行日の属す

る月の翌月の７日までに市町村長及び振興局長を経由して知事（団体指導・金融課）に提出する

ものとする。 
２ 第５の３（４）の利子助成承認通知書を受理した借入希望者で貸付実行を受けたもの（以下「公

庫資金借受者」という。）は、貸付実行報告書（公庫資金用、様式第９号）を作成し、貸付実行

日の属する月の翌月の末日までに市町村及び振興局を経由して知事（団体指導・金融課）に提出

するものとする。 
 
第７ 公庫資金に係る事業実施報告等 

１ 公庫資金借受者は、利子助成承認のあった事業について、貸付実行後６月以内に事業を完了し

なければならない。 

ただし、あらかじめ知事の承認を得た場合はこの限りでない。 

２ 公庫資金借受者は、利子助成承認に係る事業が完了したときは、事業完了報告書（公庫資金用、

様式第 10 号）を作成し、事業完了日の属する月の翌月の末日までに市町村長及び振興局長を経

由して知事（団体指導・金融課）に提出するものとする。  

３ 公庫資金借受者は、利子助成の決定後、利子助成期間内において、対象資金に係る特例償還そ

の他利子助成承認事項の内容に変更（軽微な変更を除く。）が生じたときは、特例償還等報告書

（公庫資金用、様式第 11 号）を速やかに市町村長及び振興局長を経由して知事（団体指導・金

融課）に提出するものとする。 

 
第８  その他 

その他必要な事項は必要に応じ定め、通知するものとする。 
 
附則 この要領は、平成１９年 ７月２５日から適用する。 
 
附則 この要領は、平成２０年１０月１日から適用する。 

 

附則 この要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附則 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附則 この要領は、令和６年８月２９日から施行する。 
 

















 

 

 

 

個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意 書 

   関係機関への関係書類の共有について、次の範囲内で同意します。 
 
 ① 頂いた情報は、法令に定める場合を除き、次により同意頂いた機関以外と共有されることはありま

せん。 
 ② 関係機関と共有する情報の内容は、利子助成承認申請書、利子助成金交付申請書及びこれらの添付

書類のうち、次により同意頂いたもののみとします。 
 ③ 頂いた情報の管理にあたっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令の個人情報の保護に

関する規定を遵守します。 
 ④ 利用目的は、関係機関による融資審査、事後管理及び経営能力向上のための指導です。(農林水産

省から制度資金運営に関する調査のための情報提供の要請があった場合には、氏名・法人名、既往借

入金融機関名、取引先名等の個人が特定される事項及びそのおそれのある事項を除き要請に応じるこ

とがあります。) 

    次のいずれかの□に✓を入れて下さい。 
 
 １．共有先として同意する関係機関 
 □全ての関係機関と共有することに同意します。 
 □下記の関係機関と共有することに同意します。 
  (同意する機関の□に✓を入れて下さい。) 
  (行政機関等) 
 □※大分県     □※市町村 
  (※融資機関) 
  □日本政策金融公庫   □農業協同組合     □漁業協同組合      

□    銀行     □    信用金庫  □    信用協同組合  

  (その他) 
 □(                      ) 

 ※ 借入れしようとする融資機関及び利子助成を行っている県、市町村への情報の共有に同意頂けま

せんと融資、利子補給等の申請に必要な書類が揃わないことになります。 
 
 
 ２．共有に同意する情報の種類 
 □関係書類の情報及び利子助成期間の償還情報について、１の※印の関係機関(融

資機関にあっては借入れしようとする機関に限る。)と共有することに同意しま

す。 
      

  上記のとおり、確認しました。 
 年  月  日 

  住 所 ・ 所 在 地  
 

 氏 名 

 




















